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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

第３期坂町まち・ひと・しごと創生推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

広島県安芸郡坂町 

 

３ 地域再生計画の区域 

広島県安芸郡坂町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

国が人口減少対策として地方創生を打ち出してから、約 11 年の歳月が流れ 

た。 

  本町でも、先人から受け継いだ歴史、伝統、文化、産業、そして人々の暮ら 

しを、これからの未来につないでいくために、平成 28 年 2 月に「坂町まち・ 

ひと・しごと創生総合戦略」、令和 3年 3月に「第 2期坂町まち・ひと・しご 

と創生総合戦略」を策定し、30 年先も 50 年先も、坂町が坂町で在り続けられ 

る町づくりに取り組んできた。 

これら取組の結果、三世代同居・近居の推奨等による転入者の増加及び転出 

者の抑制、ベイサイドビーチ坂の観光客数の大幅な増加など一定の成果をあ 

げている。また、第 2期の期間中に拡大した新型コロナウイルス感染症は、 

新たな働き方や暮らし方、地方移住への関心を高めるとともに、デジタル技術 

の活用を一気に加速させる契機となった。一方で、平成 30 年 7 月豪雨災害以 

降、本町の人口は減少傾向となっている。 

 こうした中、国は、令和 7年 6月に当面は人口・生産年齢人口が減少すると 

いう事態を正面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会 

を機能させる適応策を講じるため、これまでの地方創生の成果を継承・発展さ 

せつつ、今後 10 年間を見据えた地方創生 2.0 の方向性を提示した「地方創生 

2.0 基本構想」を策定した。この基本構想に沿った地方創生の取組を、国を挙 
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げて、迅速かつ着実に進めていくこととしている。 

 本町では、令和 7年度をもって第 2期坂町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

期間が終了することから、国や本町を取り巻く環境の変化を踏まえながら、小 

規模自治体であるがゆえの良さを活かして、地域全体を見渡し、地域密着・住 

民密着を念頭に置き、新たな施策を盛り込んだ第 3 期坂町地方創生総合戦略を力

強く進めていきたいと考えている。 

 

基本目標 1 安心して働き、豊かに暮らせる生活環境の創生 

基本目標 2 子どもたちが楽しく、笑顔で暮らせるまちの創生 

基本目標 3 地域活性化に向けた今ある価値の最大化と新しい価値の創生 

基本目標 4 新たな人の流れの創生 

基本目標 5 デジタルなどの新技術の活用 

【数値目標】 

５－２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 
現状値 

（令和７年度） 

目標値 

（令和11年度

） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア 坂町の人口 

12,337 人 

（R7.10.1

現在 

12,435人 基本目標１ 

イ 

「自分が住んでいる

地域のことが好き」と

回答する生徒・児童の

割合 

90.7％ 92.0％ 基本目標２ 

ウ 観光客数 607,273人 620,000人 基本目標３ 

エ 社会増減数 △109人 

98 人 

（R8～R11

累計） 

基本目標４ 
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オ 
行政手続のオンライ

ン化数 
36 件 144 件 基本目標５ 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業の名称 

坂町まち・ひと・しごと創生推進事業 

ア 安心して働き、豊かに暮らせる生活環境の創生事業 

イ 子どもたちが楽しく、笑顔で暮らせるまちの創生事業 

ウ 地域活性化に向けた今ある価値の最大化と新しい価値の創生事業 

エ 新たな人の流れの創生事業 

オ デジタルなどの新技術の活用事業 

② 事業の内容 

ア 安心して働き、豊かに暮らせる生活環境の創生事業 

道路や住宅、商業施設の整備に加え、防災力の強化や子育て環境の充実

を図ることにより、若者や女性から選ばれる、安心で快適なまちづくり

を推進する。 

【具体的な事業】 

・小屋浦地区再開発事業（住宅機能と商業機能の整備・誘致） 

・県道坂小屋浦線の整備促進 

・家族愛醸成事業 

・保健センター整備事業 

・地域防災リーダー養成事業 等 

イ 子どもたちが楽しく、笑顔で暮らせるまちの創生事業 

子どもたちが安心して学び、遊び、挑戦できる環境を整えることで、「こ
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こで育ってよかった」「坂町に住み続けたい」「坂町に戻りたい」と思

える誇りと愛着を育んでいく。 

【具体的な事業】 

・伝統文化継承事業 

・部活動支援事業 

・平和教育推進事業 

・防災教育事業 

・ICT 教育環境整備事業 

・体力つくり改善事業 

・SSR 運営事業 

・スポーツ環境整備事業 

・ふるさと資料館活用事業 等 

ウ 地域活性化に向けた今ある価値の最大化と新しい価値の創生事業 

本町ならではの自然や食、体験、伝統文化などを最大限活用するととも

に、新たな視点や地域内外の様々な関係者の連携により新しい価値を創

出し、地域に活力と誇りを生み出す。 

【具体的な事業】 

・特産品開発事業 

・牡蠣小屋整備事業 

・魅力発信事業 等 

エ 新たな人の流れの創生事業 

地域内外の多様な人々とのつながりを深め、交流人口・関係人口の創出

と移住・定住の促進により、新たな人の流れと地域の未来を支えるあた

たかい人のつながりを育む。 

【具体的な事業】 

・ふるさと住民登録制度導入事業 

・企業版ふるさと納税推進事業 

・三世代同居・近居推奨事業 

・子育て世帯引越支援事業 

・空き家利活用事業 
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・地域おこし協力隊事業 等 

    オ デジタルなどの新技術の活用事業 

      デジタル技術を活用し、行政手続きのオンライン化を推進するとともに、 

デジタルとアナログが共存し、すべての住民が利便性と安心を享受でき 

る地域社会を実現する。 

【具体的な事業】 

・DX 戦略策定・実行事業 

・行政運営効率化事業 

・スマホ教室等開催事業 等 

※なお、詳細は第３期坂町地方創生総合戦略のとおり 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 

④ 寄附の金額の目安 

6,000 千円（令和８年度～令和 11 年度累計） 

⑤ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

毎年度３月頃、外部有識者により構成される坂町総合戦略推進会議におい 

て、KPI の実績値および事業内容を検証し、改善点を踏まえて次年度の事 

業手法を改良することとする。目標の達成状況については、検証終了後、 

坂町ホームページにて公表する。 

⑥ 事業実施期間 

令和８年４月１日から令和 12 年３月 31 日まで 

 

 

６ 計画期間 

令和８年４月１日から令和 12 年３月 31 日まで 


